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用語の定義 

● 計画審議会 

町田市介護保険事業計画・高齢者福祉計画審議会 

● 前プラン 

町田市いきいき長寿プラン 21-23（町田市介護保険事業計画・高齢者福祉計画-第８期-） 

● 地域ケア会議 

介護保険法第 115 条の 48 第 1 項に基づき行われる会議であり、医療・介護・福祉の専門職や地域関

係者、警察・消防等の多職種にわたる関係者が協働し、個別ケースの支援内容の検討を通じて地域課

題の把握・抽出・検討を行い、地域づくりや資源開発・政策形成等につなげるもの。 
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第３章 施策の方向性 
 

１ プランの基本目標と基本施策 

２ プランの施策体系 
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１ プランの基本目標と基本施策 

プランの２つの目的を実現するため、２つの基本目標を定めました。また、基本目標には「課題

の整理」①から⑥に基づいた６つの基本施策を定めました。 

 

基本目標Ⅰ 
 

 

 

 

 

 

 

基本施策① 生きがいを持っていきいきと暮らす 

高齢者がいきいきと暮らしていけるよう、生きがいづくりや介護予防・健康づくりの取組を

行うグループへの支援を行います。また、活動の効果がわかるよう、効果の見える化を図りま

す。 

 

基本施策② 地域とつながり、支え合いながら、安心して暮らす 

高齢者が安心して暮らせるよう、それぞれの地域において、誰もが相談できる高齢者支援

センターの体制作りや、住民同士の支え合いを支援する取組みを進めます。また、これらの取

組みを通じて共生社会の実現を目指します。 

 

基本施策③ 認知症とともに生きる 

 「認知症とともに生きるまちづくり」を進めるため、認知症やその家族の居場所づくりである

「Ｄカフェ」やイベントなどの機会を活用した社会参加への取組みなどを行います。また、認知

症サポーターが地域で積極的な活動を行うためのサポートを行います。 

 

基本施策④ 住み慣れた場所で暮らし続ける 

より多くの人が在宅療養を行えるよう、医療と介護の連携を進めます。また、家族の介護を

している方の負担を軽減するために、在宅サービスを利用しやすい環境を整えます。 

 

〈基本施策ごとの成果を測る指標〉 

基本 

施策 
指標 

現状値 

202３年度 

目標値 

2026年度 

① 平均自立期間 
男性：81.1年 

女性：85.1年 

男性：82.0年 

女性：85.5年 

② 
ソーシャル・キャピタル（助け合い）得点 

(210点満点中) 
196.9点 200.0点 

③ 
認知症になっても周りの人の助けを借りながら自

宅で生活を続けたいと思う方の割合 
54.1% 56.0% 

④ 
在宅療養について希望するし、実現可能だと思う

高齢者の割合 
31.7% 33.0% 

「住み慣れた地域で、つながり、支え合いながら、 

いきいきと暮らすことができる」 

「支える側」と「支えられる側」ではなく、「誰もが自分の役割や活躍の機会を得られる共

生社会」の理念に基づいた基本目標を定めました。 
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基本目標Ⅱ 
 

 

 

 

 

 

 

基本施策⑤ 必要な介護サービスが受けられる 

 高齢化の進展に伴い、介護サービスを必要とする人の増加が見込まれます。これに対応す

るため、より一層の介護人材の確保に取り組みます。介護の現場で働く人の資格取得の支援

や相談窓口の設置などにより、また、働く人の処遇や環境の向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

基本施策⑥ よりよい介護サービスが受けられる 

 介護サービスの質を高めるために、利用者の要介護度の改善に取り組む事業所への支援を

行います。また、利用者に適したサービスの提供と給付の適正化に取組みます。 

 

 

 

 

 

 

〈基本施策ごとの成果を測る指標〉 

基本 

施策 
指標 

現状値 

202３年度 

目標値 

2026年度 

⑤ 
必要とする職員数を確保できている市内介護保険

事業所の割合 
46.8% 54.0% 

⑥ 
介護保険サービスの満足度 

（10点満点中） 
6.6点 7.0点 

 

 

 

 

「将来にわたり、よりよい介護サービスを 

安心して利用し続けることができる」 

前プランの基本目標である「よりよい介護サービスを安心して利用し続けることができ

る」に長期的な視点を加え、基本目標を定めました。 
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２ プランの施策体系 
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在宅生活を支える地域密着型サービスの充実 


